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北
檜
山
職
業
相
談
室
の

開
設
日
に
つ
い
て

２
月
と
３
月
の
函
館
公
共
職
業
安

定
所
職
員
の
北
檜
山
職
業
相
談
室
派

遣
日
は
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま

す
。北

檜
山
職
業
相
談
室
で
の
雇
用
保

険
受
給
手
続
き
に
つ
い
て
は
職
員
派

遣
日
に
職
員
が
取
り
扱
い
を
し
ま
す

が
、
職
員
の
派
遣
日
以
外
は
八
雲
出

張
所
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
お
仕
事
に
関
す
る
ご
相
談

を
派
遣
日
以
外
で
も
随
時
行
っ
て
お

り
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時●

２
月　

日 
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午
前
９
時
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午
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２
月　

日 
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午
前
９
時
〜
午
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5
時
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３
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日 
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午
後
１
時
〜
午
後
5
時

24

●
３
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午
前
９
時
〜
正
午
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檜
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技
能
講
習
会
（
再
教
育
）

受
講
者
を
募
集

　

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
江
差

分
会
で
は
、
有
資
格
者
の
充
足
を
図

る
た
め
、
次
の
と
お
り
技
能
講
習
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
再
教
育
講
習
は
、
技
能
講
習

（
ま
た
は
再
教
育
講
習
）
の
終
了
後
、

お
お
む
ね
５
年
以
内
ご
と
に
こ
の
教

育
を
受
講
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
に

は
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
も
れ
な
く
受
講

す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
足
場
の
組
立
作
業
主
任
者
能
力
向

上
（
定
期
）
教
育
講
習

日
時
・
３
月　

日
午
前
9
時
〜
午
後

10

5
時　

受
講
料
・
８
千　

円
600

◎
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・

積
込
用
及
び
掘
削
用
）
業
務
従
事
者

安
全
衛
生
教
育
講
習

日
時
・
３
月　

日
午
前
9
時
〜
午
後

11

４
時　

受
講
料
・
８
千　

円
130

◎
玉
掛
業
務
従
事
者
安
全
衛
生
教
育

講
習

日
時
・
３
月　

日
午
前
9
時
〜
午
後

12

３
時　

受
講
料
・
８
千
円

会
場

　

３
講
習
と
も
会
場
は
檜
山
建
設
会

館
（
江
差
町
字
円
山
）

申
し
込
み
期
限

　

２
月　

日（
定
員
そ
れ
ぞ
れ　

名
）

27
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問
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電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

モ
ニ
タ
ー
の
募
集

　

総
務
省
で
は
、
電
話
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
行
政
に
反
映
す
る
た
め
に
「
電

気
通
信
サ
ー
ビ
ス
モ
ニ
タ
ー
」
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

応
募
資
格

　

電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
関
心
の
あ
る

満　

歳
以
上
の
方
で
次
の
活
動
を
行

20
う
こ
と
が
可
能
な
方
。
た
だ
し
、
総

務
省
及
び
電
気
通
信
事
業
者
に
勤
務

経
験
の
あ
る
方
並
び
に
そ
の
方
の
ご

家
族
を
除
き
ま
す
。（
募
集
期
間
は

２
月　

日
ま
で
）

２０

活
動
内
容

�
総
務
省
が
実
施
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
へ
の
回
答
（
年
２
回
の
予
定
）

�
別
に
案
内
す
る
総
務
省
が
開
催
す

る
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出
席
（
年
1

回
平
日
開
催
予
定
）

※
謝
礼
・
年
３
千
円
程
度
（
会
議
出

席
の
際
は
別
途
謝
礼
）

活
動
期
間

　

平
成　

年
4
月
1
日
か
ら
平
成　

16

17

年
３
月　

日
ま
で
の
１
年
間

31

●日本全国のハローワークの求人情報を一発検索!!●

ハローワークインターネットサービス全国版　http://www.hellowork.go.jp

平成15年分の所得申告の受付が2月16日より始まります。
各地区における日程及び会場については、先日全戸配布したチラシをご
覧ください。なお、各会場では毎年同様に血圧測定・尿検査・血液検査
などを実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

※指定期日に申告できない方は、3月9日、午
後1時00分より役場で受付をします。

※確定申告の受付期限は3月15日までです。

※譲渡所得などの相談は、今回より会場が
北檜山町（2月24日・消防署2階）と今金町
（2月25日・役場3階）となります

●　お問い合わせ先　●
役場財政税務課　�7-3311
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募
集
人
数

　

北
海
道
内
で　

名
（
全
国
で
１
千
名
）

80

申
し
込
み
方
法

　

申
し
込
み
希
望
の
方
は
、
役
場
総

務
町
民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ  

役
場
総
務
町
民
課�
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３
３
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せ  

北
海
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総
合
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局
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函
館
地
方
裁
判
所

受
付
相
談
の
ご
案
内

　

裁
判
所
で
は
、
法
律
的
な
問
題
を

抱
え
、
紛
争
の
解
決
に
悩
ん
で
い
る

方
々
に
対
し
、
紛
争
解
決
の
手
続
き

な
ど
に
関
す
る
「
受
付
相
談
」
を
各

裁
判
所
窓
口
で
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
毎
月
１
回
瀬
棚
町
に
出
張
し
て

の
受
付
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

他
人
と
の
金
銭
的
な
ト
ラ
ブ
ル
、

土
地
や
建
物
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
の
民
事
関
係
の
紛
争
、
夫
婦
や
親

子
に
関
す
る
問
題
と
か
相
談
に
関
わ

る
問
題
な
ど
の
家
事
関
係
の
紛
争
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
「
受
付

相
談
」
で
も
結
構
で
す
か
ら
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
出
張
相
談
を
担
当
す
る
職

員
は
、
予
約
受
付
に
よ
り
函
館
の
裁

判
所
の
方
が
月
１
回
第
２
水
曜
日
に

出
張
し
て
き
ま
す
の
で
、
相
談
を
受

け
た
い
方
は
、
毎
月
第
１
金
曜
日
ま

で
に
函
館
裁
判
所
に
電
話
で
相
談
の

予
約
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

裁
判
所
の
手
続
き
に
つ
い
て
詳
し

く
知
り
た
い
方
は
、
最
寄
の
裁
判
所

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

相
談
日

　

毎
月
第
２
水
曜
日
（
午
後
１
時　
３０

分
か
ら
午
後
４
時　

分
ま
で
）

３０

相
談
場
所

　

や
す
ら
ぎ
館
（
研
修
室
）

予
約
方
法

　

函
館
の
裁
判
所
に
電
話
で
相
談
日

の
前
の
週
の
金
曜
日
ま
で
に
「
受
付

相
談
の
予
約
」
で
あ
る
旨
告
げ
て
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
土
日
祝
日

を
除
く
、
午
前
８
時　

分
か
ら
午
後

３０

５
時
ま
で
）

相
談
担
当
者

　

函
館
地
方
、
家
庭
、
簡
易
裁
判
所

の
裁
判
所
書
記
官

問
合
せ
予
約
先 

函
館
地
方
裁
判
所
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■皆さん次のような経験はありませんか？

　以上のような人生の節目には、国民年金第1号の届出・第3号の届出など、
年金の手続きが必要となることが意外と多くあります。その際に、「納めたつ
もりが未納だった」、「夫（妻）の会社が変わったときの3号の届出がもれてい
た」などの原因で、年金を請求する際、満額受給でき
ると思っていたのが減額されてしまったり、年金を受
給するために必要な期間（25年）に足りなかったなど
のケースがあります。
　このようなことがないように、年金の加入期間につ
いて確認してみませんか？詳しい内容や国民年金につ
いては、戸籍年金係にお気軽にご相談ください。
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○�島　 望 愛   ちゃん
の あ

　  �島憲幸さん・春香さん/本町10区

○村本 健  太 郎   くん
けん た ろう

○村本　 綾 菜   ちゃん
あや な

　  村本達也さん・幸恵さん/本町4区

○森垣　集   くん
しゅう

　  森垣　聡さん・恵さん/東大里1区

��������	
��

○石川　よしさん（78）三本杉
○稲舩　タミさん（84）本町3区
○中野恒三郎さん（95）本町5区
○今西　知子さん（49）共和
○茅森　一郎さん（83）本町7区
○倉見　昭子さん（68）本町7区
○二階堂勝利さん（65）本町6区
○高木　守富さん（81）本町6区

（11月15日から1月14日まで届出）

�����

1月末現在（前月比）

（+４）2,786人人 口

（  ０）1,341人男

（+４）1,445人女

（+２）1,157世帯世 帯
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消費税及び地方消費税は「消費者からの預かり金」ともいえる税です。定められた期限までに申告・納付をお願いします。

�勤めていた会社を辞めて数ヵ月後に別の会社に勤めた。
�勤めていた会社を辞めて結婚し専業主婦（主夫）になった。
�夫（妻）が会社を何回か変えたことがある。
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